
舞鶴市長　鴨田 秋津　様


舞鶴市みらい投資支援補助金
賃上げ実施枠の申請に係る誓約書



　舞鶴市みらい投資支援補助金の賃上げ実施枠を申請するにあたり、下記の１〜４までの事項について誓約します。


１．本補助金の申請及び報告において虚偽の記載をしないこと。

２．提出期日までに、従業員の給与（基本給）を令和７年９月以降と令和８年４月以降の月と
　　比較して２．０%以上増加させること。

３．賃上げの要件が満たされなかった場合は、変更承認申請書を提出し、「一般枠（上限３０万
　　円）」へ申請枠を変更して、補助金額を算出すること。

４．本補助金の交付要綱及び申請要領等に従うこと。





　令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
     名称　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（自署または記名押印）







     
